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わ
が
国
で
は
明
治
一
七
年
か
ら
そ
れ
ま
で
の
内
務
省
免
許
医
師

と
従
来
開
業
医
（
道
府
県
仮
免
状
医
師
）
に
対
し
、
統
一
し
た
医
籍

編
成
が
行
わ
れ
た
が
、
明
治
二
二
年
に
は
全
国
の
医
籍
登
録
者
を

収
録
し
た
『
日
本
医
籍
全
」
（
以
下
「
日
本
医
籍
」
）
が
内
務
省
衛
生

局
の
編
纂
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
以
降
、
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た

全
国
的
な
医
籍
録
（
医
師
名
簿
）
と
し
て
は
、
明
治
三
一
年
の

「
帝
国
医
籍
宝
鑑
』
（
以
下
「
宝
鑑
」
）
、
同
四
二
年
の
『
日
本
杏
林

要
覧
』
（
以
下
「
要
覧
」
）
が
あ
る
。

各
書
の
構
成
お
よ
び
収
録
者
概
数
を
記
す
と
、
『
日
本
医
籍
」

は
道
府
県
別
に
約
三
万
名
の
住
所
氏
名
、
巻
末
に
居
所
不
明
者
約

八
八
六
○
名
の
氏
名
を
列
記
し
て
お
り
、
『
宝
鑑
』
は
開
業
医
、

従
来
開
業
医
、
限
地
開
業
医
、
歯
科
医
に
区
分
し
て
、
道
府
県
別

に
約
四
万
名
の
住
所
氏
名
を
掲
載
し
て
い
る
。
「
宝
鑑
」
で
の

６
明
治
期
発
行
の
医
籍
録
に
掲
載
さ
れ
た

新
潟
県
内
の
医
師
・
歯
科
医
師
人
名

樋
口
輝
雄

「
開
業
医
」
と
は
、
明
治
一
六
年
以
前
の
内
務
省
免
許
医
師
な
ら

び
に
、
翌
一
七
年
以
降
に
試
験
及
第
、
卒
業
で
医
籍
に
登
録
さ
れ

た
医
師
の
謂
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
要
覧
」
で
は
、
医
籍
、
歯
科
医

籍
、
口
中
科
医
籍
、
整
骨
科
医
籍
に
区
分
し
、
約
三
万
八
千
名
の

氏
名
、
免
状
種
別
、
医
籍
登
録
年
月
、
族
籍
、
生
年
、
住
所
、
電

話
番
号
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
免
状
種
別
で
は
、
試
験
（
及
第
）
、

（
奉
職
）
履
歴
、
学
士
、
医
学
校
等
と
記
載
さ
れ
、
従
来
開
業
医
は

「
○
○
」
、
限
地
開
業
医
は
「
◎
。
」
の
符
号
で
表
記
し
て
い
る
。

「
歯
科
医
籍
」
は
、
明
治
一
七
年
よ
り
「
医
籍
」
と
は
別
に
編
成
さ

れ
た
が
、
同
三
四
年
の
内
務
省
令
「
医
籍
薬
剤
師
名
簿
編
成
竝
加

除
訂
正
規
程
」
に
よ
り
各
市
町
村
の
医
師
・
歯
科
医
・
薬
剤
師
名

簿
が
調
製
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
医
師
免
許
規
則
」
施
行
（
明
治

一
七
年
）
前
の
暫
定
的
な
専
門
科
で
あ
る
「
口
中
科
」
「
整
骨
科
」

医
師
に
つ
い
て
は
、
地
方
庁
免
許
の
「
入
歯
歯
抜
口
中
療
治
者
」

「
接
骨
営
業
者
」
と
混
同
し
な
い
よ
う
に
と
の
記
入
上
の
注
意
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
「
要
覧
」
で
は
特
に
、
「
口
中
科
医
籍
」
「
整
骨
科
医

籍
」
の
区
分
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
「
医
制
八
十
年
史
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
二
年
時
の
全
国

医
師
数
は
三
七
○
七
一
名
、
歯
科
医
師
数
一
○
六
八
名
で
あ
り
、



『
要
覧
」
に
は
、
「
医
籍
」
で
凡
そ
三
万
七
千
名
が
掲
載
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
同
書
の
「
歯
科
医
籍
」
に
一
○
四
○
名
が
、
「
口
中

科
医
籍
」
に
二
六
名
、
「
整
骨
科
医
籍
」
に
は
七
九
名
が
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
整
骨
科
で
は
、
女
性
と
思
わ
れ
る
従
来
開
業
医
六
名
の

名
が
あ
っ
た
。

ｊ
新
潟
県
の
欄
に
掲
載
さ
れ
た
医
師
は
、
『
日
本
医
籍
」
で
は
一
三

２０伽
二
九
名
、
「
宝
鑑
」
で
は
、
開
業
医
四
六
四
、
従
来
開
業
医
一
○
二

鴉
五
、
限
地
開
業
医
七
、
歯
科
医
一
の
計
一
四
九
七
名
、
「
要
覧
」
で

鐸
は
、
医
籍
二
六
五
、
歯
科
医
籍
二
七
、
口
中
科
医
籍
一
、
整
骨

８謡
科
医
籍
一
○
の
計
一
二
○
三
名
で
あ
っ
た
。
現
在
、
住
所
地
と
氏

誌
名
を
基
に
集
計
中
だ
が
、
「
日
本
医
籍
』
に
掲
載
さ
れ
た
二
三
九

舞
名
の
う
ち
の
約
七
三
・
ハ
ー
セ
ン
ト
が
「
宝
鑑
」
に
、
そ
の
ま
た
約

睦
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
『
要
覧
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま

本日
り
新
潟
県
に
お
い
て
は
『
日
本
医
籍
」
掲
載
者
の
約
三
分
の
一
が

二
○
年
後
に
も
医
業
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

免
状
種
別
、
族
籍
等
を
記
載
し
た
『
日
本
杏
林
要
覧
」
の
資
料

的
価
値
は
非
常
に
高
く
、
個
人
情
報
の
み
で
な
く
、
各
地
で
の
医

師
の
動
態
を
分
析
す
る
の
に
有
用
で
あ
ろ
う
。
同
書
を
資
と
し
た

知
先
行
研
究
に
は
、
橋
本
鉱
市
氏
の
論
考
（
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
が
、

『
要
覧
」
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
他
資
料
と
も
校
合
し
、
補
正

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

演
者
の
集
計
で
は
、
『
要
覧
』
に
掲
載
さ
れ
た
新
潟
県
下
で
の
医

師
（
口
中
科
・
整
骨
科
を
含
む
）
二
七
六
名
の
う
ち
、
免
状
種
別
．

族
籍
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
者
四
名
が
お
り
、
二
七
二
名
を
対

象
と
す
る
と
、
従
来
開
業
医
は
四
二
五
名
、
最
高
齢
は
、
中
頸
城

郡
国
明
村
の
小
池
蓮
践
で
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
生
、
明
治
四
二

年
の
時
点
で
は
九
○
歳
で
あ
っ
た
。
族
籍
に
つ
い
て
は
、
士
族
一

四
三
名
、
平
民
一
○
二
八
名
で
、
構
成
比
は
凡
そ
一
二
・
三
対
八

七
・
七
で
あ
り
、
ま
た
新
潟
県
以
外
を
本
籍
と
す
る
者
九
六
名
で

全
体
の
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
資
料
を
基
に
明

治
期
に
お
け
る
新
潟
県
下
の
医
師
・
歯
科
医
師
に
つ
い
て
報
告
し

た
い
。

（
日
本
歯
科
大
学
新
潟
歯
学
部
医
の
博
物
館
）


